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【手続補正書】
【提出日】平成25年5月8日(2013.5.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信サービスに割当てられた周波数帯を二次利用する第２の通信サービスに送信
電力を割当てるための方法であって、前記第２の通信サービスの無線信号を送信する二次
利用ノードとの間で通信可能なノードにおいて、
　２以上の第２の通信サービスが運用される場合に、当該２以上の第２の通信サービスに
ついて許容される干渉電力を決定するステップと、
　第１の基準及び第２の基準を含む複数の基準から選択される基準に従って分配された各
送信電力を、前記２以上の第２の通信サービスに対応する二次利用ノードにそれぞれ割当
てるステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記第１の基準は、各二次利用ノードに均等に送信電力を分配するための基準であり、
　前記第２の基準は、各二次利用ノードと対応する第２の通信サービスにより干渉を受け
るノードとの間の距離に応じて、各二次利用ノードに送信電力を分配するための基準であ
る、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記方法は、前記第１の基準に従って分配された各送信電力に基づいて計算される合計
通信容量と、前記第２の基準に従って分配された各送信電力に基づいて計算される合計通
信容量とを比較し、より合計通信容量の大きい基準を選択するステップ、をさらに含む、
請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記合計通信容量は、前記第１の基準又は前記第２の基準に従って分配された送信電力
のうち優先度の高い第２の通信サービスに対応する送信電力のみに基づいて計算される、
請求項３に記載の方法。
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【請求項５】
　前記方法は、前記第１の基準に従って分配された各送信電力に基づいて確立し得る第２
の通信サービスのリンク数と、前記第２の基準に従って分配された各送信電力に基づいて
確立し得る第２の通信サービスのリンク数とを比較し、よりリンク数の多い基準を選択す
るステップ、をさらにを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の通信サービスにおいて要求される無線信号の品質と、前記第１の通信サービ
スにおける干渉レベル又は雑音レベルと、各二次利用ノードについての通信経路上の経路
損失とに基づいて、前記干渉電力に応じた送信電力が決定される、請求項１に記載の方法
。
【請求項７】
　第１の通信サービスに割当てられた周波数帯を二次利用する第２の通信サービスの無線
信号を送信する二次利用ノードとの間で通信可能な通信部と、
　各第２の通信サービスに対応する二次利用ノードに送信電力を割当てる制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、
　２以上の第２の通信サービスが運用される場合に、当該２以上の第２の通信サービスに
ついて許容される干渉電力を決定し、
　第１の基準及び第２の基準を含む複数の基準から選択される基準に従って分配された各
送信電力を、前記２以上の第２の通信サービスに対応する二次利用ノードにそれぞれ割当
てる、
　通信装置。
【請求項８】
　第１の通信サービスに割当てられた周波数帯を二次利用する第２の通信サービスの無線
信号を送信する二次利用ノードとの間で通信可能な通信部、を備える通信装置を制御する
コンピュータを、
　各第２の通信サービスに対応する二次利用ノードに送信電力を割当てる制御部であって
、
　２以上の第２の通信サービスが運用される場合に、当該２以上の第２の通信サービスに
ついて許容される干渉電力を決定し、
　第１の基準及び第２の基準を含む複数の基準から選択される基準に従って分配された各
送信電力を、前記２以上の第２の通信サービスに対応する二次利用ノードにそれぞれ割当
てる、
　制御部、として機能させるためのプログラム。
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